
使用材料の報告に関する事項について

本工事で使用する材料に表１から表４に掲げる機材を含む場合、その材料の使用に先立ち、使用材料報告書（以下「報告書」という。）を作成し、監督員に提出すること。
なお、その取扱い等については以下による。

１　報告書の分類
報告書は、「居室の内装に係る使用材料報告書」、「居室の内装以外に係る使用材料報告書」、「屋外工事に係る使用材料報告書（屋外工事を含む場合に限る。）」に分類し作成すること。

２　報告書の様式
報告書の様式は、様式-03機材「使用材料報告書（保全工事版）」による。

３　留意事項
(１)　報告書に記載する確認日の取扱い
報告書に記載する確認日は、当初に確認した日付のみでよい。
(２)　「機材の品質・性能基準」に規定された材料の取扱い
本工事で使用する機材のうち「機材の品質・性能基準」に規定された機材については、機構に登録された品質性能評価機関の評価を受けたことを証明する証明書を監督員に提出する。なお、品質性能評価機関については「都市再生機構工事特記基準」の一般共通事項による。
(３)　「機材の品質判定基準」及び「機材及び工法の品質判定基準」に規定された材料の取扱い
本工事で使用する機材のうち「機材の品質判定基準」及び「機材及び工法の品質判定基準」に規定された機材については、同基準に添付されている「品質確認報告書」を監督員に提出すること。
(４)　「居室の内装に係る使用材料報告書」の「空気質に関する事項」について
イ　「使用する材料の規格」の記載方法
「空気質に関する事項」の「使用する材料の規格」については、JIS、JAS等の規格に基づく使用材料については、F☆☆☆、F☆☆☆☆等を記入し、それ以外で建築基準法に対応している材料については、第3種、規制対象外、大臣認定内容等を記入すること。
ロ　「規格の確認方法」の記載方法
「規格の確認方法」については、確認を行った表示等を記入すること。
以　上


表１　居室の内装に係る使用材料報告書の対象機材
	工事区分
	材料名
	必要とされる規格

	ﾀｲﾙ工事
（内装部分に係る材料）
	ﾀｲﾙ
	JIS A5209

	
	ﾀｲﾙﾓﾙﾀﾙ
	品質判定基準

	
	接着剤
	JIS A5548

	木工事
	木材
	JAS

	
	集成材
	JAS

	
	合板
	JAS、特記

	
	接着剤
	JIS A5538

	
	
	JIS A5537

	
	防腐剤
	JIS K1571

	建具・ガラス工事
（内装部分に係る材料）
	内装ﾄﾞｱ①
	機材の品質・性能基準

	
	内装ﾄﾞｱ②
	機材の品質・性能基準

	
	襖
	機材の品質・性能基準

	塗装工事
（内装部分に係る材料）
	塗装材料
	

	
	Ｇ．Ｐ
	JIS K5660

	
	上記以外
	当該JIS

	仕上塗材工事
	仕上塗材
	

	（内装部分に係る材料）
	
	

	内装工事
	床下地材
	品質判定基準

	
	発ﾌﾟﾗ系床下地材
	品質判定基準

	
	乾式遮音二重床
	品質判定基準

	
	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ床材
	JASS15

	
	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
	JAS等

	
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
	JIS A5705

	
	接着剤
	JIS A5536

	
	ｶｰﾍﾟｯﾄ
	JIS L4405等

	
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
	JIS A6901

	
	ｾﾒﾝﾄけい酸ｶﾙｼｳﾑ板
	JIS A5430

	
	硬質繊維板
	JIS A5905

	
	パーティクルボード
	JIS A5908

	
	普通合板
	JAS

	
	特殊加工化粧合板
	JAS

	
	難燃合板
	JAS

	
	接着剤
	JIS A5538

	
	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ
	JIS A6921

	
	
	求められる防火性能

	
	接着剤
	JIS A6922

	
	発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保温材
	JIS A9511

	
	接着剤
	JIS A5547

	ユニット及びｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事
（内装部分に係る材料）
	浴室ユニット
	機材の品質・性能基準

	
	ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
	機材の品質・性能基準

	
	収納ﾕﾆｯﾄ
	特記

	
	集合郵便受箱
	機材の品質・性能基準

	
	手すりﾕﾆｯﾄ
	機材の品質・性能基準

	
	収納用はしご段
	特記





表２　居室の内装以外に係る使用材料報告書の対象機材
	工事区分
	材料名
	必要とされる規格

	地業工事
	ＰＨＣ杭
	機関評価等

	
	
	JIS Ａ 5373

	
	ＳＣ杭
	機関評価等

	
	鋼管杭
	JIS Ａ 5525

	
	Ｈ型鋼杭※
	JIS Ａ 5526

	
	地業工事用砕石
	特記

	鉄筋工事
	異形棒鋼
	JIS Ｇ 3112

	ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠工事
	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ
	JIS Ａ 5308

	
	高性能ＡＥ減水剤
	品質判定基準

	
	初期補修用ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
	品質判定基準

	
	初期補修用ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
	品質判定基準

	
	ＰＣ部材
	ﾌﾟﾚ協認定工場

	鉄骨工事
	鋼材
	JIS Ｇ 3101　他

	
	
	大臣認定

	
	溶接材料
	JIS Ｚ 3211　他

	
	特殊高力ボルト
	大臣認定

	
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
	JIS Ａ 3101　他

	防水工事
	防水工事用ｱｽﾌｧﾙﾄ
	JIS Ｋ 2207

	
	ｽﾄﾚｯﾁｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｧﾙﾄ
	JIS Ａ 6022

	
	穴あきアスファルトルーフィングフェルト
	JIS Ａ 6023

	
	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｧﾙﾄ※
	JIS Ａ 6005

	
	改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｪﾙﾄﾌｨﾝｸﾞ※
	JIS Ａ 6013

	
	
	特記

	
	塗膜防水材
	JIS Ａ 6021

	
	ｼｰﾘﾝｸﾞ材
	JIS Ａ 5758

	ﾀｲﾙ工事
（内装部分以外に係る材料）
	ﾀｲﾙ
	JIS Ａ 5209

	
	ﾀｲﾙﾓﾙﾀﾙ
	品質判定基準

	
	接着剤
	JIS Ａ 5548

	屋根及びとい工事
	屋根外断熱工法用断熱材
	品質判定基準

	金属工事
	軽量鉄骨下地
	JIS Ａ 6517

	建具・ガラス工事
（内装部分以外に係る材料）
	玄関ドア
	品質判定基準

	
	ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄﾄﾞｱ
	品質判定基準

	
	ｱﾙﾐｻｯｼ
	品質判定基準

	
	錠前
	品質判定基準

	
	ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ
	品質判定基準

	
	ｶﾞﾗｽ
	

	
	フロート板ガラス※
	JIS Ｒ 3202等

	
	合わせｶﾞﾗｽ等
	JIS Ｒ 3205等

	塗装工事
（内装部分以外に係る材料）
	塗装材料
	

	
	Ｇ．Ｐ
	品質判定基準

	
	上記以外
	当該JIS

	仕上塗材工事
（内装部分以外に係る材料）
	仕上塗材
	

	
	ﾏｽﾁｯｸＡ、Ｂ、Ｃ
	品質判定基準

	
	ﾏｽﾁｯｸ上記以外
	品質判定基準

	
	吹付けﾀｲﾙ
	JIS Ａ 6909

	
	ﾌﾚｯｸｽｺｰﾄ
	品質判定基準

	ﾕﾆｯﾄ及びｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事
（内装部分以外に係る材料）
	集合郵便受箱
	品質判定基準

	
	手すりﾕﾆｯﾄ
	品質判定基準

	
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
	JIS Ａ 5406




表３　電気工事の対象機材
	材料名
	必要とする規格

	電線・ケーブル類
(EM-IE，EEF，CE， UB，MB)  ○
	JIS C 3307
JCS 376-A 他
JCS 416 他
機材の品質・性能基準

	電線管
電線管附属品
	JIS C 8305
JIS C 8411 他

	ボックス
Pc板ﾋﾞﾆﾙﾎﾞｯｸｽ
	JIS C 8330
JIS C 8412 他
指定資材

	ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ附属品
	JIS C 8366
JIS C 8351 他

	配線器具
	JIS C 8303
JIS C 8304
JWDS0024他 

	高圧配電盤
分電盤・制御盤
	JIS C 4620
JIS C 8480
JEM 1459他
指定資材

	電柱・地中ｹｰﾌﾞﾙ、保護材料
	JIS C 3653 他

	住宅用分電盤
(過電流警報装置) ○
	JIS C 8328
機材の品質・性能基準

	照明器具
電球類
安定器
	JIS C 8106
JIS C 7501
JIS C 8117他
JEL、JIL
指定材料

	換気扇
電気調理器
電気温水器
電気乾燥機
	特記



	避雷用機器
	JIS A 4201

	直流電源装置
蓄電地類
	JIS C 4402
JEM 1459
JIS C 8704
SBA 5006 他

	太陽光発電装置
	JIS C 8918
JIS C 8939 他
特記

	テレビ・FM共同
受信機器      ○
	機材の品質・性能基準

	通信ケーブル
同軸ケーブル
	JIS C 3502
JCS C 68 他

	住宅情報盤    ○（ｲﾝﾀｰﾎﾝ含む）
	機材の品質・性能基準

	拡声機器
	特記
JIS C 5504 他

	防犯カメラ    ○
	機材の品質・性能基準

	中央監視制御装置
	特記
JEM 1459
JIS x 0301

	宅配ボックス  ○
	機材の品質・性能基準

	住棟LAN配線システム
	特記
JIS X 5150
ISO 11801他





表４　機械工事の対象機材
	工事区分
	機器名
	材料名

	衛生器具設備工事
	洗面化粧ユニット
	合板類

	
	
	ミディアム・デンシティ・ファイバーボード[ＭＤＦ］

	
	
	パーティクルボード

	暖冷房設備工事
	住戸セントラル給湯
・暖冷房システム
	合板類

	
	
	ミディアム・デンシティ・ファイバーボード[ＭＤＦ］

	
	
	パーティクルボード

	ガス設備工事
	調理用ガス機器
	合板類

	
	
	ミディアム・デンシティ・ファイバーボード[ＭＤＦ］

	
	
	パーティクルボード

	塗装及び防露・保温工事
	－
	塗料（居室の内装に用いる場合）

	塗装及び防露・保温工事
	－
	防露・保温材（居室の内装に用いる場合）



